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追 加 補 正 予 算 主 要 事 業 の 概 要 

【新型コロナウイルス感染症対策に係る補正状況】 

項 目 名 補正予算額 
令和３年度 
現計予算額 

（ 4 月 当 初 提 案 後 ） 

令和２年度までの 
累 計 予 算 額 

補 正 後 
累計予算額 

備  考 

○ 感染拡大防止対策と医療提供体制の整備 2,253,000 10,835,251 29,017,185 42,105,436  

○ 雇用の維持・事業の継続  2,744,040 10,302,512 13,046,552  

○ 県民の生活支援  835,207 3,358,993 4,194,200  

○ 学校の再開・学びの保障  62,620 160,230 222,850  

○ 地域経済の回復・活性化  253,320 4,097,506 4,350,826  

○ 感染症に強い社会・経済構造の構築  176,124 888,955 1,065,079  

合  計 2,253,000 14,906,562 47,825,381 64,984,943  

 

（一般会計） 

【新型コロナウイルス感染症対策】                                         （単位：千円） 

項 目 ・ 事 業 名 補正予算額 説              明 

Ⅰ 感染拡大防止対策と医療提供体制の整備 2,253,000  

1 香川県営業時間短縮協力金（第２次） 2,253,000 営業時間の短縮を再要請するにあたり、全期間を通して要請に応じた飲食店に対し、

協力金を支給するもの。 
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   （営業時間短縮要請の概要） 

 ・要請期間：令和３年４月２８日（水）～５月１１日（火） 

 ・対象区域：県内全域 

 ・要請内容：飲食店に対し、営業時間午前５時から午後９時まで（酒類提供午後８時まで） 

 

（１店舗当たりの支給額） 

・中小企業： 

  前年度又は前々年度（時短要請月）の１日当たりの売上高に応じて、２．５万円

～７．５万円／日 

前年度又は前々年度の 

１日当たりの売上高 
１日当たりの支給額 

８万３，３３３円以下 ２．５万円 

８万３，３３３円超 ２５万円以下 

前年度又は前々年度の 

１日当たりの売上高の３割 

（２．５万円～７．５万円） 

２５万円超 ７．５万円 

・大 企 業： 

前年度又は前々年度（時短要請月）からの１日当たりの売上高減少額の４割 

（上限：２０万円／日又は、前年度若しくは前々年度の１日当たり売上高の３割 

    のいずれか低い額） 

   ※中小企業においても、この方式を選択可 
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